
大口町告示第７５号 

 

 大口町排水設備指定工事店規則（平成１０年規程第１２号)第１２条の規定に基づ

き、次の者を廃止したので告示する。 

 

  令和７年５月１２日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

 

所 在 地   丹羽郡大口町余野五丁目１３３番地 

事業者名   山幸建設株式会社 

代 表 者   代表取締役 近藤 幸男 

指 定 日   令和７年２月２６日 

 

所 在 地   春日井市鷹来町４９３０番地の４ 

事業者名   名林建設株式会社 

代 表 者   代表取締役 林 秀治 

指 定 日   令和７年３月３日 

 

所 在 地   豊田市吉原町鶴喰７０－３ 

事業者名   株式会社エスケーシー 

代 表 者   代表取締役 有松 賢司 

指 定 日   令和７年３月５日 


